
特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ１３－３ 
 
 
２ 案件名    令和８年度 市・県民税納税通知書印字業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町外 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 から 令和９年（２０２７年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 西宮市津門稲荷町１１番１２号 
      社名： 塚田印刷株式会社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
（指定理由） 
 令和８年２月１２日締結の「令和８年度市・県民税納税通知書等印刷製本物品売買（物

品供給）契約」の見積もり合わせの際、「令和８年度市・県民税納税通知書印字業務委託」

および「令和８年度市・県民税納税通知書封入等業務委託」の２業務を含め、一括で見積

もりを取り、契約相手方を決定しているため。 
 
 
 
 
 
７ 問合わせ先 
     課名： 市民税課      内線：２４４３ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ１３－４ 
 
 
２ 案件名    令和７年度 市・県民税納税通知書封入等業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町外 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 から 令和９年（２０２７年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 西宮市津門稲荷町１１番１２号 
      社名： 塚田印刷株式会社 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
（指定理由） 
 令和８年２月１２日締結の「令和８年度市・県民税納税通知書等印刷製本物品売買（物

品供給）契約」の見積もり合わせの際、「令和７年度市・県民税納税通知書印字業務委託」

および「令和８年度市・県民税納税通知書封入等業務委託」の２業務を含め、一括で見積

もりを取り、契約相手方を決定しているため。 
 
 
 
 
 
７ 問合わせ先 
     課名： 市民税課      内線：２４４３ 
 



特名随意契約の理由書

１ 案件番号   資委－５

２ 案件名    固定資産税システム運用保守等業務委託

３ 案件場所  宝塚市東洋町 外 地内

４ 契約期間   契約日 から 令和１２年（２０３０年） １１月 ３０日

５ 契約相手方

     住所：大阪府大阪市北区中之島３丁目６番３２号

     社名：日本電子計算 株式会社

     
６ 指定理由

（根拠）

     地方自治法施行令 第１６７条の２第１項第２号該当

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当

    （指定理由）

令和 6年 9月 30日に上記事業者と「固定資産税システム標準化対応業務

委託契約」を締結し、令和 7年 12月 1日に現行システムを標準準拠システ

ムに移行予定である。

本契約は、標準化後の固定資産税システムをガバメントクラウド上にて

安定的に稼働した状態で利用するとともに、万が一の障害や故障に対しても、

迅速に正常時の状態に復旧させる必要があることから、ガバメントクラウド

運用管理補助業務および利用・運用保守業務の委託契約を行うものである。

上記事業者は、現行の固定資産税システムを標準準拠システムへ移行さ

せるために、標準準拠システムの開発及び改修、またガバメントクラウド上

のシステム環境構築及びデータ移行等の一連の業務を行う業務委託契約を

締結している事業者であり、他の事業者が利用・運用保守業務等を行うこと

は困難であることから、特名随意契約の相手方として指名するものである。

７ 問合わせ先

       課名：企画経営部 資産税課  内線：２４５９



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   医療委-１０ 

 
 
２ 案件名    後期高齢者医療システム運用保守等業務委託 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 外 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 から 令和 12 年（2030 年）11 月 30 日 
 
 
５ 契約相手方  日本電子計算 株式会社 
      
６ 指定理由 

地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
 
     （指定理由） 

令和 6 年 9 月 30 日に上記事業者と「後期高齢者医療システム標準化対

応業務委託契約」を締結し、令和 8 年 2 月 2 日に現行システムを標準準拠

システムに移行予定である。 
本契約は、システム標準化後の後期高齢者医療業務システムの利用、ま

た安定的に稼働し有用かつ安全なシステムとなるよう、適切な状態の維持お

よび障害発生の未然防止などを図るとともに、万が一の障害や故障に対して

も迅速に正常時の状態に復旧することを目的とする運用保守業務、さらにガ

バメントクラウド運用管理補助業務を行う。 
上記事業者は、現行の後期高齢者システムを標準準拠システムへ移行さ

せるために、標準準拠システムの開発及び改修、またガバメントクラウド上

のシステム環境構築及びデータ移行等の一連の業務を行う業務委託契約を

締結している事業者であり、他の事業者が利用・運用保守業務等を行うこと

は困難であることから、特名随意契約の相手方として指名するものである。 
 
７ 問合わせ先 
     課名：医療助成課    
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｋ４-６８ 
 
 
２ 案件名    宝塚市公共施設予約管理システムの賃貸借及び保守に関する契約（再リー

ス） 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 外 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 ～ 令和８年（２０２６年）３月３１日 
（履行期間）  令和８年（２０２６年） ３月１日 から 

令和８年（２０２６年）３月３１日 まで 
 
 
５ 契約相手方  
      住所： 兵庫県神戸市中央区東町 126 番地       
      社名： NEC キャピタルソリューション株式会社   
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書該当 
 
     （指定理由） 

本案件については、上記契約相手方とのリース契約期間が令和８年２月２８日を

もって満了しますが、次期公共施設予約管理システムの導入まで現行機器を使用す

る必要があります。 
以上のことから、上記相手方と特名随意契約による再リース契約を締結するもの

です。 
 
 
７．問合わせ先 
     課名：情報政策課           内線：４７０４ 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号    健福生委－８ 
 
 
２ 案件名     令和７年度被保護者調査の項目変更に伴う生活保護システム改修 
          業務委託 
 
３ 案件場所    宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 から 令和８年（２０２６年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
     社名：   北日本コンピューターサービス株式会社 
      
 
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第２号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
         システムに関する作業等については、現在使用しているソフトの著作権

を保有している上記業者以外は当業務の実施ができないため 
         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
７ 問合わせ先 
     課名：生活援護課     内線：２６１８ 
 





 

 

 

特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号  Ｃ２－８－２ 

 

 

２ 案件名   共通設備等点検整備委託 

 

 

３ 案件場所  宝塚市小浜１丁目地内 

 

 

４ 契約期間   契約日 ～ 令和８年(２０２６年)３月３１日 

 

 

５ 契約相手方  

      社名：三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社     

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則   第２０条第 1 項 ただし書 該当 

 

（指定理由） 

当該機器は本市施設専用に設計されており、整備にあたっては、プラントの性能、特性、

機能及び同じ方式の他プラントでの整備状況を熟知している必要があります。 

また、限られた停止期間内に部品を調達し、完全な整備を行うことができるのは施設の

設計建設を行ったプラント製造業者のメンテナンス会社しかありません。 

以上のことから当該焼却炉を設計建設した三菱重工業株式会社のメンテナンス会社で当施

設の整備実績のある三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社との特名随意契約を行う。  

 

 

 

 

７．問合わせ先 

     課名： クリーンセンター管理課         内線： 8288     

          



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号  ＣＲ－２９ 

 

 

２ 案件名   ２号炉二次側ホッパ耐火物補修 

 

 

３ 案件場所  宝塚市小浜１丁目地内 

 

 

４ 契約期間   契約日 ～ 令和８年（2026 年）３月 31 日 

 

 

５ 契約相手方  

      社名：三菱重工環境・化学エンジニアリング 株式会社   

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項 第 ２ 号該当 

 

     宝塚市契約規則  第２０条第１項 ただし書 該当 

  

（指定理由） 

   本補修については、既設の部分の密接不可分の関係があり、施設設置時の施工者である

上記の事業者以外が補修に当たることは著しく困難である。また、仮に他者が受注した場合、

既存の施工部分との取り合いにおいて不具合が出た際、不具合の責任所在が不明確になるな

ど、ごみ処理業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるため。 

 

                 

                 

                 

                 

 

７ 問合わせ先 

     課名： クリーンセンター管理課         

 



特名随意契約の理由書 

 

 

１ 案件番号   R７－４ 

 

 

２ 案件名    宝塚市物価高対応くらし応援事業システム開発等業務委託 

 

 

３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 

 

 

４ 契約期間   契約日 ～ 令和８年(２０２６年)９月３０日まで 

 

 

５ 契約相手方  日本電気株式会社 

      

６ 指定理由 

（根拠） 

     地方自治法施行令  第 167 条の 2第 1項 第２号および第５号 該当 

 

     宝塚市契約規則   第 20 条 1 項  ただし書  該当 

 

（指定理由） 

本業務は、「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和 7 年 11 月 21 日閣議決定）

を受けて、食料品の物価高騰に対する支援を行うべく、本市では市民一人あたり 3,000
円分の商品券等を配布します。さらに65 歳以上の高齢者に1人3,000円相当を加算、

また住民税非課税世帯の世帯員に 1 人 1,000 円相当を加算（重複の加算はなし）して

配布します。 

本事業は、経済状況の急激な変動による影響を緩和するために一刻も早く支援を届

ける必要があると国から通知されており、早急に事業者を決める必要があります。ま

た対象者の抽出にあたりこれまでに実施した住民税非課税世帯への給付金と類似の

業務であることから、すでに本市でその業務を受託した実績のある上記の業者と随意

契約を締結します。 

 

７ 問合わせ先 

     課名：商工勤労課     
 
 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号   Ｒ７－５ 

 
 
２ 案件名    宝塚市物価高対応くらし応援事業業務委託 
 
 
３ 案件場所   宝塚市東洋町 地内 
 
 
４ 契約期間   契約日 から 令和８年（2026 年）９月 30日 
 
 
５ 契約相手方  
      社名：株式会社 JTB 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
         本事業は、食料品等の物価高騰の影響下にある市民生活を支援すること

を目的に全市民に商品券を配布するもので、商品券を早急に調達するとと

もに、安全に管理し、適切かつ迅速に配布するための優れた体制と十分な

実績が求められる。 

このため、受託事業者の選定にあたっては、本業務の性質が競争入札に

適さないため、公募型プロポーザル方式により事業受託者を募集し、企画

提案された内容について宝塚市物価高対応くらし応援事業業務委託プロポ

ーザル審査会にて審査した。 

その結果、事業の目的に関する理解・知識が十分であること、商品券の  

調達が早期に達成できること、などが評価され、上記事業者が受託候補者と

して選定されたため、地方自治法施行令 167 条の２第１項第２号の規定によ

り、特名随意契約相手方と指定する。 

 
７ 問合わせ先 
     課名：商工勤労課    内線：2232 
 



特名随意契約の理由書 
 
 
１ 案件番号  － 
 
 
２ 案件名   次期 PIO-NET 用パソコン一式 
 
 
３ 案件場所  宝塚市売布２丁目 地内 
 
 
４ 契約期間  契約日 から 令和８年（２０２６年）３月３１日 
 
 
５ 契約相手方  
      社名： 株式会社ニチワ 
      
６ 指定理由 
（根拠） 
     地方自治法施行令  第１６７条の２第１項第 ２ 号該当 
 
     宝塚市契約規則   第２０条第１項 ただし書 該当 
 
     （指定理由） 
         PIO-NET システムは、消費生活相談の相談内容を記録し、消費者庁へ

の報告と全国の消費生活センターなどの関係機関と情報共有するためには

必須となるシステムである。 
次期 PIO-NET システムは、既存環境とは異なるパソコンを新たに導入

する必要がある。そのため、令和８年１月７日から当該案件の入札公告を

行ったが、令和８年２月２日の開札にあたり、全者辞退となったことによ

り取止めとなった。 
仕様内容を見直し、再度入札をかけるべきであるが、当該システムは令

和８年（2026 年）４月 1 日にβ版が稼働され、遅滞なくシステムを利用す

るには準備期間がないため、見直し後の仕様で調達できる業者と契約する。 
         
                 
                 
                 
                 
 
７ 問合わせ先 
     課名：消費生活センター     内線：８２８２  
 


